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 都市機能増進施設（誘導施設）の設定 第９章.
９－１．都市機能増進施設とは 

〇 都市機能誘導区域へ立地を誘導すべき都市機能増進施設（以下、誘導施設）は、都

市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設という観点から、以下の施設が想定

されており、これらを表にまとめると以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 想定される誘導施設 

   

・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小
規模多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必
要性の高まる施設 

・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等
の子育て支援施設、小学校等の教育施設 

・集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や集会施設、
スーパーマーケット等の店舗や銀行等のサービス業を営む商業施設 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所等の行政施設 

出典：都市計画運用指針 

① 医療施設 病院 医療法第1条の5、医療法第4条

診療所（内科）

（外科）

（小児科）

（歯科）

（眼科）

（耳鼻咽喉科）

（産婦人科）

② 老人福祉施設 通所型の老人福祉施設（デイサービスセンター） 老人福祉法第20条の2の2

③
小規模多機能型居宅介護事業所

老人福祉法第5条の2第5項、介護保険法第8条の19に規定のサービスを実
施する施設

地域包括支援センター 介護保険法第115条の46

④
認定こども園

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律第2条第6項

保育園 児童福祉法第7条、第39条

子育て支援センター 児童福祉法第6条の3第6項

児童センター・老幼の館 児童福祉法第40条

⑤ 教育施設 幼稚園 学校教育法第1条

小学校 学校教育法第1条

中学校 学校教育法第1条

高等学校 学校教育法第1条

高等教育機関
学校教育法第1条（大学・高等専門学校）、第124条（専修学校）
第134条（専門学校）

⑥ 文化施設 図書館
・佐倉市立図書館の設置及び管理に関する条例
・同条例に基づく図書館・分館と同等の機能を有する図書室

博物館・美術館

・登録博物館　博物館法第2条
・博物館相当施設　博物館法第29条
・国立大学法人法第2条第3項（大学共同利用機関法人人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館）

⑦ 集会施設 地域交流センター 音楽ホール、公民館、コミュニティセンター、ヤングプラザ等

⑧ 商業施設 大型小売店舗 生鮮食料品を取扱う延床面積1万㎡超の施設

小売店舗（商店街店舗等） 延床面積1万㎡以下の施設

銀行等、郵便局、簡易郵便局

銀行：金融庁より預金取扱等金融機関の免許・許可・登録等を受けている
業者の窓口を有する店舗
郵便局：日本郵便株式会社法第2条
簡易郵便局：簡易郵便局法第7条

⑨ 行政施設 出張所、市民サービスセンター、派出所

市庁舎

国・県の出先機関

医療法第１条の５に規定する診療所のうち、内科、外科、整形外科、小児
科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科のいずれかの診療科目
※外科には整形外科も含む
※産婦人科は、分娩を取り扱う産科、産婦人科とする

高齢化の中で必要
性の高まる施設

子育て支援施設

大分類 小分類 定義
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９－２．誘導施設の抽出に係る基本的な考え方 
〇 人口減少や少子高齢化の進行が見込まれる中でも、暮らしの利便性を維持しつつ、

魅力を高めていくため、地域の特性を踏まえ、様々なサービス施設を集積し、回遊性

を高め、交流やにぎわい空間を創出していくことが重要です。 

〇 そのため、医療・福祉・商業などの生活サービス施設などの適正な立地を図るため、

現在の立地状況や施設や地域ごとの役割、総合計画での取組方針や関連計画などとの

整合・整理を図りながら、下記のステップにより施設を抽出します。 

〇 また、誘導施設の「誘導」は、新規立地の考えだけではなく、既存施設の立地を勘

案しつつ、既存施設の維持や複合化・機能強化などの考えも含むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
９－３．≪抽出手順１≫総合計画での取組方針 
＜総合計画における重点施策＞ 

〇 平成 28 年度より第 4次総  

合計画後期基本計画がスター

トし、将来都市像である『歴

史 自然 文化のまち ～

「佐倉」への思いをかたちに

～』の前提である「定住人口

の維持」「交流人口の増加」「選

ばれるまちづくり」に向けて、

人口減少・少子高齢化問題を

喫緊の課題として、これらに

かかる対策を重点施策として

います。誘導施設の抽出にあ

たっても、これらの対策に資

する施設を抽出することとし

ます。 図 総合計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略の関連図（第 4次総合計画後期基本計画） 
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＜重点施策の取組イメージ＞ 

〇 重点施策は、人口ビジョンにおける将来人口の目標水準（Ｈ52：16 万人、Ｈ72：15 万

人の人口を維持）を実現するための取組を示すもので、取組みに当たっては、現状の佐倉

市における市民のライフステージ、多様な地域性及び豊富な資源に着目し、人口の好転を

目指した取組みを進めるものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 重点政策の展開イメージ図（第 4次総合計画後期基本計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 左：資源のつながりにより新たな交流や価値を生み出す取組のイメージ 

      右：多様な地域性を活かした取組のイメージ（ともに第 4次総合計画後期基本計画） 
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＜重点施策の取組イメージと想定される誘導施設との関係性＞ 

〇 総合計画での取組方針と想定される誘導施設との関係性を示す図は以下のとおりとな

ります。その中で、総合戦略における目指すべき将来の方向に則り、20～30 代をメイン

ターゲットに、産業経済の活性化や魅力の発信などによる転入促進や転出抑制への取組や、

将来にわたって住み続けたいと思えるまちづくりに資する施設を、誘導施設として設定を

検討していきます。 
  

老人福祉施設等 

子育て支援施設 

教育施設 

子育て支援施設 

医療施設 

文化施設 

集会施設 

商業施設 

行政施設 

就労施設 

ライフステージごとの主な施設 全年代に共通する主な施設 

就職 

結婚 

出生 

出産・子育て 

退職・老後 

（凡 例） 

    主に日常に必要な施設 

 

    主に交流などに資する施設 
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９－４．≪抽出手順２≫想定される誘導施設の配置に関する考え方の整理（候補の抽出） 
〇 生活サービス施設の配置に関しては、その施設が有する役割、規模、利用特性など

から、概ね以下のように区分することが考えられます。 

A：中学校区などに分散配置することが望ましい機能 
B：各地域の拠点や圏域ごとに配置することが望ましい機能 
C：市を代表する施設として、駅周辺などの拠点や、機能を発揮する上で適切な位

置に配置することが望ましい機能 
〇 誘導施設の設定にあたっては、「Ｂ：各地域の拠点や圏域ごとに配置することが望

ましい機能」及び「Ｃ：市を代表する施設として、駅周辺などの拠点や、機能を発揮

する上で適切な位置に配置することが望ましい機能」を候補として検討します。 

〇 通所型の老人福祉施設や小規模多機能型居宅介護、幼稚園は主に送迎サービスが、

小学校・中学校については通学距離などを考慮して立地されることから現時点では対

象にしません。 

〇 身近な買物や地域の交流機能といった特徴が重要となる商店街へは、空き店舗への

出店促進補助など、活性化に向けた施策に取り組んでいます。 
 

表 生活サービス施設の配置に関する考え方 

    

① 医療施設

② 老人福祉施設

③
高齢化の中で必要性
の高まる施設

④ 子育て支援施設

⑤ 教育施設

⑥ 文化施設

⑦ 集会施設

⑧ 商業施設

⑨ 行政施設

A
中学校区などに分散配置すること
が望ましい機能

B
各地域の拠点や圏域ごとに配置す
ることが望ましい機能

C
市を代表する施設として、駅周辺な
どの拠点や、機能を発揮する上で
適切な位置に配置することが望まし
い機能

病院

通所型の老人福祉施設

地域包括支援センター

認定こども園・保育園

高等教育機関

幼稚園・小学校・中学校

博物館・美術館

地域交流センター

市庁舎、国・県の出先機関出張所、市民サーﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、派出所

診療所（内科、外科、小児科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科）

子育て支援センター

児童センター・老幼の館

小売店舗（商店街店舗等）

銀行等、郵便局、簡易郵便局

大型小売店舗

小規模多機能型居宅介護

高等学校

図書館
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９－５．≪抽出手順３≫誘導施設（候補）の立地状況 
〇 現状の誘導施設（候補）の立地状況を、以下のとおり整理します。 

 
表 誘導施設（候補）の立地状況 

 
 

  
京成佐倉・ＪＲ佐

倉駅周辺
臼井駅周辺

志津・ユーカリが
丘駅周辺

① 医療施設 病院 〇

診療所（内科） ○ ○ ○

（外科） ○ ○ ○

（小児科） ○ ○ ○

（歯科） ○ ○ ○

（眼科） ○ ○ ○

（耳鼻咽喉科） ○ △ ○

（産婦人科） ○ △

③
高齢化の中で必要
性の高まる施設

地域包括支援センター 〇 〇 〇

④ 子育て支援施設 認定こども園・保育園 〇 △ 〇

子育て支援センター 〇 〇 〇

児童センター・老幼の館 〇

⑤ 教育施設 高等学校 〇

高等教育機関 〇

⑥ 文化施設 図書館 〇 〇 〇

博物館・美術館 〇

⑦ 集会施設 地域交流センター 〇 〇 〇

⑧ 商業施設 大型小売店舗 〇 〇 〇

銀行等、郵便局、簡易郵便局 〇 〇 〇

⑨ 行政施設
出張所、市民サービスセンター、
派出所

〇 〇 〇

市庁舎 〇

国・県の出先機関 〇

（施設の配置状況　凡例）　○：立地あり　△：鉄道駅徒歩圏内に立地している　空白：立地なし

大分類 小分類

都市機能誘導区域での立地状況
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９－６．都市機能誘導区域ごとの誘導施設の設定 

（１）誘導施設の設定の考え方 

〇 区域内に様々な施設が立地している状況ですが、今後の人口減少などにより、施設

の喪失などによる生活利便性の低下が懸念されるところです。人口の維持・増加や住

み続けたいと思えるまちづくりのためには、どの世代にとっても日常的な生活を送る

うえで必要となる施設の維持・確保が必要と考えられます。 

〇 また、子育て環境の充実のため、子育て支援施設の確保に努めるとともに、生活を

豊かなものにする地域交流の場なども、立地の維持・確保や機能強化などの観点が重

要です。これらのことから、以下の考え方により誘導施設を設定します。 

 
表 誘導施設の設定 

生活サービス施設 設定の考え方 

診療所（内科、外科、小児科、

歯科、眼科、耳鼻咽喉科、産

婦人科） 

・身近な医療機関として、初期診療を行う診療所を自宅からの徒歩圏

に加え、拠点にも立地を維持するため設定します。 

地域包括支援センター 

・高齢者の増加が予測される中で、地域包括ケアシステムの中核的な

役割を担うことから、公共交通によるアクセス利便性が高い拠点で

の立地を維持するため設定します。 

認定こども園・保育園、 

子育て支援ｾﾝﾀｰ 

・量的な充足とともに、保護者の就労形態の多様化に対応するため、

自宅からの徒歩圏だけでなく、拠点での立地を維持・確保するため

設定します。 

児童ｾﾝﾀｰ・老幼の館 
・地域における子育て支援の推進に向けて、拠点に立地を維持・確保

するため設定します。 

高等学校 ・市内の若者の進学先や教育・文化の振興、若者が集う賑わいのある

まちづくりとともに、学生たちが通学しやすい拠点での立地を維

持・確保するため設定します。 高等教育機関 

図書館 
・知識・教養の充実のため、各年代における学習の場と機会の提供を、

アクセス利便性の高い拠点で維持するため、設定します。 

博物館・美術館 

・市民の芸術・文化・教養にふれる場を提供するとともに、市内外か

らの交流の場としての活用も期待できることから、立地を維持する

ため設定します。 

地域交流センター 
・社会教育事業や文化活動を通じて、地域交流・多世代交流に資する

施設であり、アクセス利便性が高い拠点で維持するため設定します。 

大型小売店舗 
・拠点性を高め、まちの賑わいや生活利便性に寄与する施設であり、

現状の立地を維持するため、設定します。 

銀行等・郵便局・簡易郵便局 
・日常生活に必要な施設であり、アクセス利便性の高い区域内で、今

後とも立地を維持するため、設定します。 
出張所、市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、派出

所、市庁舎、国・県の出先機

関 

・行政サービスの窓口機能を、アクセス利便性の高い区域内で今後と

も立地を維持するため、設定します。 

〇 病院については量的な充足と公共交通によりネットワーク化がなされている中で、

千葉県保健医療計画との整合を踏まえた検討を引き続き行っていくため、現時点では

対象にしません。  
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（２）都市機能誘導区域ごとにおける誘導施設の設定 

〇 それぞれの都市機能誘導区域で、日常的なサービスの提供を受けられるよう、日常

生活に必要な施設を設定します。 

〇 その中でも、京成佐倉駅・ＪＲ佐倉駅周辺は、古くから本市の中心部として栄え、

現在でも行政施設が集積し、また歴史・文化資源が豊富にある地域特性を活かして、

居住者の教養・文化活動の向上や活性化を図り、併せて市内外からの来訪者の維持・

増加や回遊の促進などを図る区域とします。 

〇 これらのことから、都市機能誘導区域ごとの誘導施設を以下のとおり設定します。 

 
表 都市機能誘導区域ごとの誘導施設の設定 

  

京成佐倉・ＪＲ佐倉
駅周辺

臼井駅周辺
志津・ユーカリが丘

駅周辺

診療所（内科） ○ ○ ○

（外科） ○ ○ ○

（小児科） ○ ○ ○

（歯科） ○ ○ ○

（眼科） ○ ○ ○

（耳鼻咽喉科） ○ ☆ ○

（産婦人科） ○ ☆ ■

地域包括支援センター 〇 〇 〇

認定こども園・保育園 〇 ■ 〇

子育て支援センター 〇 〇 〇

児童センター・老幼の館 ■ ■ 〇

高等学校 〇 - -

高等教育機関 ■※ - ■

図書館 〇 〇 〇

博物館・美術館 〇 - -

地域交流センター 〇 〇 〇

大型小売店舗 〇 〇 〇

銀行等、郵便局、簡易郵便局 〇 〇 〇

出張所、市民サービスセンター、
派出所

〇 〇 〇

市庁舎、国・県の出先機関 〇 - -
　
　（誘導施設の設定凡例）　○：誘導（維持）　■：誘導（確保）　☆：誘導（補完）　－：設定しない

※：

大分類 小分類

誘導施設

既に国立大学法人総合研究大学院大学が立地していますが、より多くの若者を幅広く受け入れることで将来の人口確
保・定着や地域活性化を図ることから、総合研究大学院大学の維持とともに、新たな大学の立地誘導を目指すため、大
学を誘導（確保）に設定します。

医療施設

子育て支援施設

高齢化の中で必要性の高ま
る施設

教育施設

文化施設

集会施設

商業施設

行政施設
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（３）凡例区分の考え方 

〇 誘導施設としての位置付けは、施設の立地状況の違いを勘案して、下記の 3つの区

分で設定します。 

〇 なお、施設の新規立地、移転・廃止などによりその立地状況が変化した場合は、誘

導施設の設定を適宜見直します。 

 
 

表 凡例区分の設定 

 

○：誘導（維持）   

・都市機能誘導区域内において、現時点で立地が確認されている施設

は、「誘導（維持）」に位置付け、将来にわたって区域内で立地を維

持することを目指します。 

・「維持」に位置付けた施設の喪失が確認された場合には、「誘導（確

保）」に位置付けを見直します。 

・維持にあたっては、既存施設の現地再建、他施設との連携による機

能強化・複合化などを検討します。 

・なお、同様の機能を有する施設が新たに立地する場合にあっては、

原則として立地への支援は行いません。 

■：誘導（確保） 

・都市機能誘導区域内において、現時点で立地が確認されていない施

設は、「誘導（確保）」に位置付け、区域内に立地するための支援施

策などを検討します。 

・「確保」に位置付けた施設が区域内で新規に立地した場合には、「誘

導（維持）」に位置付けを見直します。 

☆：誘導（補完） 

・都市機能誘導区域内には立地していないが、駅勢圏 800ｍ圏内に立

地している施設は、「補完」に位置付けます。 

・「補完」に位置付けた施設がある区域について、「補完」と同様の機

能を有する施設が新たに区域内に立地しようと場合は、原則として

支援は行いません。 

・一方、「補完」に位置付けた施設が区域内に移転などする場合につ

いては、支援施策などを検討します。 

・また、「補完」に位置付けた施設の喪失が確認された場合には、「誘

導（確保）」として位置付けを見直します。 
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 誘導施策 第１０章.
１０－１．誘導施策などの検討の視点 

将来に向けて人口減少と高齢化の進展が見込まれるなか、将来にわたり誰もが快適に安

心して暮らせる生活環境を確保していくことを目的に、今後の財政状況や、公共交通、住

宅、医療・福祉、子育て、公共施設、防災などのまちづくりに関わる多様な分野との連携

を加味しつつ、各々の区域において、以下の「視点」に基づき、居住人口・居住環境の維

持や、生活サービスの維持、集約と更新などを促す施策展開を図ることとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 誘導施策などの検討の視点 

  

（１）居住誘導区域 

（２）都市機能誘導区域 

視点 1：居住人口の維持 

視点 2：居住環境の維持・向上 

視点 3：都市機能の集約・強化 

（３）共通事項 

視点 4：公共交通ネットワークの維持と利便の向上 

視点 5：災害に対する安全性の向上 
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１０－２．視点ごとの誘導施策の方向性 
〇 誘導施策の検討の視点に基づき、国・県の支援策を有効に活用しながら、佐倉市が

主体となり、都市計画分野に係る施策に加え、居住、健康・福祉、子育てなどの様々

な分野が取り組む施策と連携をしながら、総合的な検討を進めます。 

 

視点 1：居住人口の維持 

〇 良好な居住環境を守りつつ、将来に向けて一定程度の居住人口を確保していくため、

新たな居住者が定住しやすい環境づくりに取り組みます。 

視点 2：居住環境の維持・向上 

〇 良好な居住環境を将来にわたり確保するため、既存の都市基盤などの適切な維持、

更新に取り組みます。 
〇 高齢化などの進展や子育て世代の定住促進などに対応するため、誰もが生活しやす

い居住環境の形成に取り組みます。 
〇 地域住民の生活環境の保全を図り、あわせて建物の有効活用や土地の流動化を促す

ため、空き家対策などについて重点的に取り組みます。 
〇 地域コミュニティの活性化に向け、地域住民が主体となる各種活動への支援強化に

取り組みます。 
 
 
 
 
 

 

視点 3：都市機能の集約・強化 

〇 既存施設の維持や機能向上、不足する機能を誘導し、生活サービス施設の維持・更

新と集約・集積を図ることで、拠点性の強化及び生活利便性の維持・向上に効率的・

効果的に取り組むとともに、賑わいや交流のある都市空間の創出に取り組みます。 
〇 様々な機能が集積する魅力ある区域としていくため、都市計画制度や国の支援制度

などの活用も視野に入れながら、これを支える都市基盤の整備と、維持、改善に取り

組みます。 
〇 地形や施設の分散的な立地などの地理的制約を解消するため、機能の集約のみなら

ず、施設間の回遊性や移動利便性の向上に向けた拠点内循環バスの運行や歩道などの

交通ネットワークの確保に取り組みます。 
 
 
 
 

  

＜施策検討の方向性＞ 

・転入促進や転出抑制につながる住宅施策（例：空き家などを活用した移住者支援） 

・住まいとまちの価値を維持向上していくための施策（例：地区計画や景観形成の取組） 

・若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える取組（例：保育定員の拡大） 

・将来にわたって住み続けたいと思えるまちづくり（例：地域包括ケアシステムの取組） 

＜施策検討の方向性＞ 

・必要に応じて、用途地域や容積率などの都市計画の変更 

・歩きたくなるまちづくりに向けた取組（例：歩行環境の整備、拠点内循環バスの運行） 

・公共施設等総合管理計画と連携した、持続可能な公共施設等の管理・活用 

・国からの財政・金融・税制上の支援制度の活用 
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視点 4：公共交通ネットワークの維持と利便性の向上 

〇 鉄道、バスなどの公共交通機関において、関係事業者と連携しながら、利便性の維

持、向上に取り組みます。 
〇 利用環境の向上に向け、関係事業者と連携しながら、駅やバス停の環境改善に取り

組みます。 
 
 
 
 

 
視点 5：災害に対する安全性の向上 

〇 水害などの発生が想定される区域では、関係機関や関係部署と連携しながら、災害

発生の軽減に取り組みます。 
〇 災害に関する情報提供の充実や、災害発生時における安全確保の強化に取り組みま

す。 
 
 
 
 
 
 

１０－３．誘導施策などの実施スケジュール 
〇 誘導施策などの実施スケジュールは、以下のとおりとします。 

  

＜施策検討の方向性＞ 

・交通空白地域の解消 

・各交通手段の連携と維持・向上（例：既存公共交通網の維持・向上） 

・公共交通を利用したくなる環境の創出（例：待合環境の整備） 

＜施策検討の方向性＞ 

・浸水被害対策に向けた雨水排水施設などの整備、雨水貯留浸透施設の普及啓発など 

・土砂災害警戒区域等の新規指定を考慮した居住誘導区域などの適宜見直し 

・防災行政無線や防災井戸、防災備蓄倉庫などの防災・治水関連施設の整備 

H28.3 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

　・中古住宅ﾘﾌｫｰﾑ支援事業　・近居・同居推進事業　・地区計画の取組　等

　・交通空白地域対策　・ﾊﾞｽ乗降環境整備　・ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ　等

　・内水被害対策事業　等

　・必要に応じた都市計画の変更　・財政・金融・税制上の支援制度活用　等

立
地
適
正
化
計
画
の
公
表

居住の誘
導に関す
る施策・

事業

都市機能
の誘導に
関する施
策・事業

●

佐倉図書館建

替え事業の検

討・実施

●

拠点内循環バ

スの運行に向

けた協議・調整

初期投資（工事費等）

・約3,000万円

＜居住人口維持に資する施策の展開＞

＜居住環境の向上に資する施策の展開＞

＜交通ネットワークの維持と利便性向上に資する施策＞

＜災害に対する安全性の向上＞

＜都市機能の集約・強化＞

運行委託費

・約4,000万円/年

拠点内循環バスの運行
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１０－４．佐倉・根郷地域に特化した施策 
〇 市の玄関口に位置付けられている佐倉・根郷地域の市街化区域内人口密度は、3地

域で最も低い状況であり、早急な対策が必要となっています。 

〇 地域内にある築 60 年が経過した佐倉図書館は、老朽化の進行による建替えの検討

がされており、建替えにあたっては、社会教育環境の拡充はもとより、新町など旧佐

倉地区の活性化に資する拠点施設としての整備が求められています。 

○ また、公共施設や商業施設などが分散して立地している状況にあり、これら施設の

複合化は現実的に困難であるため、拠点内循環バスを導入し、高齢者や子育て世代な

どの日常生活における移動手段を強化します。また、平成 28 年 4 月に日本遺産に登

録された契機を活かし、城下町を感じさせる観光資源などをネットワーク化し、交流

人口の増加にも寄与することを目指します。 

  

佐倉図書館 

裁判所 

市立美術館 

国立歴史民俗博物館 

佐倉市役所 

佐倉保育園 
中央公民館 

武家屋敷 

市民体育館 

いなげや 

印旛合同庁舎 
旧堀田邸 

佐倉警察署 

法務局 

ベイシア 

ヤングプラザ 

佐倉中央病院 

厚生園 

佐倉図書館建替え事業 

都市機能誘導区域 
拠点内循環バス 

主な経由地：市役所や中央公民館、佐倉図書館印旛合同庁舎、

歴博、市民体育館、旧堀田邸、ベイシア など 

図 京成佐倉・ＪＲ佐倉駅周辺の主な施設立地と想定循環バスルート 
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１０－５．都市再生特別措置法に基づく届出制度 
（１）届出制度の概要 

〇 居住誘導区域外における住宅の開発行為等や、都市機能誘導区域外における誘導施

設の整備の動きを把握するとともに、誘導措置の周知、誘導機会の確保などのため、

都市再生特別措置法に基づき、以下の行為を行おうとする場合には市への届出が義務

づけられます。 
 

（２）居住誘導区域外における開発行為等の届出 

〇 居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、市への届出が必要

となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 届出対象となる開発行為等（資料：国土交通省資料） 

 
（３）都市機能誘導区域外における開発行為等の届出 

〇 都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合に

は、市への届出が必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
図 届出対象となる開発行為等（資料：国土交通省資料） 

○本市の誘導施設 

診療所（内科、外科、小児科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科）／高齢化の中で必要性の高まる施設
（地域包括支援センター）／子育て支援施設(認定こども園、保育園、子育て支援センターなど)／教育施
設（高等学校、高等教育機関）／文化施設（図書館、博物館・美術館）／集会施設（地域交流センター）
／商業施設（大型小売店舗、銀行等、郵便局、簡易郵便局）／行政施設（出張所、市民サービスセンター、
派出所、市庁舎、国・県の出先機関） 
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 和田・弥富地域などの市街化調整区域における取組の方向性 第１１章.
１１－１．基本的な考え方 

〇 本市が目指す「都市と農村が共生するまち 佐倉」を実現するためには、和田・弥

富地域を中心とする農村地域における地域活力の維持・向上が必要です。 

〇 そのため、農村地域における地域活力の維持・向上に向けた「拠点」、「居住」、「交

通ネットワーク」の取組の方向性を示します。 

 
１１－２．和田・弥富地域などの市街化調整区域における取組の方向性 
（１）公共施設の集積拠点の維持（公共施設等を有する区域の設定） 

〇 市南部の和田・弥富地域においては、和田地区の北部（八木、直弥）、弥富地区の

中央部（岩富町）において、公共施設等（小学校、公民館、郵便局など）が集積して

います。農村部における地域活動の場の確保を図るため、和田地区、弥富地区の公共

施設等の集積地周辺を「公共施設等集積区域」と位置付け、地域拠点内に位置する公

共施設等の維持・確保に取り組みます。 

〇 また、豊かな自然・農産品などの強みを活かし、市内外との交流促進及び地場産業

の維持・育成などを図るため、観光振興施設などの立地の可能性についても検討しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 和田地区・弥富地区の地域拠点の設定 

  

佐倉地区

根郷地区
和田地区

弥富地区

和田地区の地域拠点 
・和田出張所、和田公民館、和田小学校、和

田学童保育所、和田ふるさと館、下総和田

郵便局、和田診療所が集積するエリア周辺 

弥富地区の地域拠点 
・弥富派出所、弥富公民館、弥富小学校、弥富学

童保育所、農村婦人の家、弥富簡易郵便局、弥

富あさくらクリニックが集積するエリア周辺 
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図 公共施設等集積区域【和田地区】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 公共施設等集積区域【弥富地区】 

  

和田出張所
和田ふるさと館

下総和田郵便局和田診療所

和田幼稚園
和田小学校

和田公民館
和田学童保育所

0 50 100 150 200 25025
ｍ

弥富幼稚園
弥富小学校
弥富学童保育所

弥富派出所
弥富公民館
農村婦人の家

弥富あさくらクリニック

弥富簡易郵便局

やとみ直売所

0 50 100 150 200 25025
ｍ
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（２）公共交通ネットワークの形成 

〇 市街地に立地する多様な生活サービス施設の利便性を享受できるとともに、市街地

部からも自然環境に接する機会を提供するため、農村集落と市街地を連絡する公共交

通ネットワークの形成に取り組みます。 

〇 交通空白地域への対策については、小規模需要に対応したデマンド交通の見直しや

コミュニティバスの導入などについて、地域住民や交通事業者とともに協働し、より

利便性の高い運営方式などについて検討します。 

 

（３）農村集落の維持 

〇 市街化調整区域には、本市の特徴である豊かな自然・田園を支える農村集落が広く

分布しています。 

〇 人口減少や高齢化が進む農村集落のコミュニティの維持などを図るため、今後も豊

かな緑に囲まれた、ゆとりある居住環境や既存資源などを活かしながら、農村集落へ

の定住促進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 和田・弥富地域などの市街化調整区域における取組の方向性  

榎戸駅
物井駅

ＪＲ佐倉駅

臼井駅

志津駅

大佐倉駅

勝田台駅

南酒々井駅

京成佐倉駅

ユーカリが丘駅

0 1 2 3 4 50.5
km

凡例

幹線ネットワーク

公共施設等集積区域

佐倉市循環バス

行政界

市街化区域

農村集落

導入を予定しているバス路線

（３）農村集落の維持 

・今後も豊かな緑に囲まれた、ゆとりあ

る居住環境や既存資源などを活かしな

がら、農村集落への定住促進の取組 

（１）公共施設等の集積拠点の維持 

・和田地区の北部（八木、直弥）、弥富地区の中

央（岩富町）の公共施設等（小学校、公民館、

郵便局など）の集積地を公共施設等集積区域と

位置付け 
・自然・農業などを活かした観光振興施設の立地

の可能性について検討 

（２）公共交通 

ネットワーク

の形成  

・農村集落と市街地を連

絡する公共交通ネット

ワークの形成 

凡例

幹線ネットワーク

公共施設等集積区域

佐倉市循環バス

行政界

市街化区域

農村集落

導入を予定しているバス路線
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 本計画で目指す姿 第１２章.
〇 本計画において設定する居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設、市街化調整

区域における取組の方向性を総括し、本市が目指す多極ネットワーク型コンパクトシ

ティの姿を示します。 

〇 実現に向けては、本計画と地域公共交通網形成計画に係る施策展開とともに、他分

野計画に基づく取組の促進と連携をとおして、高齢者も出歩きやすい快適な生活環境

や、若年者にも魅力的なまちの実現を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 多極ネットワーク型コンパクトシティの姿 

  

都市機能誘導区域内における生活サービス施設※の維持・確保 

・住民がそれぞれの区域内で日常的なサービスの提供が受けられるよう、日常生活に必要な施設の維持・確保 
・京成佐倉駅・ＪＲ佐倉駅周辺は、市の中心地・玄関口として位置付けられています。市の歴史・文化資産や行政

施設が集積している地域特性を活かして、居住者の教養・文化活動の向上や活性化を図り、併せて市内外からの

来訪者の維持・増加や回遊の促進などを図る。 
※診療所（内科、外科、小児科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科）／高齢化の中で必要性の高まる施設（地域包括支援センター）／子育て支援

施設(認定こども園、保育園、子育て支援センターなど)／教育施設（高等学校、高等教育機関）／文化施設（図書館、博物館・美術館）／集会施

設（地域交流センター）／商業施設（大型小売店舗、銀行等、郵便局、簡易郵便局）／行政施設（出張所、市民サービスセンター、派出所、市庁

舎、国・県の出先機関） 

和田・弥富地区など

の市街化調整区域

における取組 

・地域拠点内に位置す

る公共施設等の維

持・確保 
・市街地と農村集落を

連絡する公共交通ネ

ットワークの形成 
・農村集落の定住促進 
 

持続性のある公共交通網の形成 

・公共交通の利用が可能な沿線地域に生活サービス

や居住の誘導を図り、公共交通の持続性を確保 
・施設間の回遊性や移動利便性の向上に向けた拠点

内循環バスの運行 
・交通空白地域への対策 

居住環境の維持・向上 

・良好な居住環境を守りつつ、将来に向けて一定程

度の居住人口を確保していくため、新たな居住者

が定住しやすい環境づくり 
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 今後の計画の進め方 第１３章.
１３－１．目標指標の設定 

〇 本計画の進捗状況を検証するため、基本的な方向性と整合した目標指標を、以下の

とおり設定します。併せて、本計画における目標指標の達成のみならず、他分野での

取組などとも連携することで期待される効果についても、定量的な数値を設定します。 

 
表 目標指標の設定 

基本的な方向性 
目標指標 指標の算出方法 

基準値及び将来目標値 
目標値を達成することで

期待される効果  キーワード 

①歩いて
暮らせる
まちづく
り 

・様々な機能
の集積 

・地域の個性
を活かした
拠点 

都市機能誘
導区域内で
の誘導施設
の充足 

・3 地区の誘導区域ごとの誘

導施設の有無から充足率※

１を算出(いずれも H28.3) 

■定住人口の維持 
（佐倉市人口ビジョン） 

177,723 人（H26） 
↓ 

172,252 人（H42） 
 

■住み心地満足度 
(市民意識調査) 

77.2%（H28） 
↓ 

上昇(毎年ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 
 
■住み続けたいと思う

18～39 歳の市民割合 
(市民意識調査) 

71.8%（H28） 
↓ 

上昇(毎年ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 
 

■積極的に外出する高齢

者割合 
(健康さくら 21、健康意識調査) 

62.2%（H24） 
↓ 

上昇(調査時にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 
 

■20～39 歳の転出超過

抑制(国勢調査時点比較) 
1,719 人 

（H22→H27） 
(15～34 歳→20～39 歳) 

↓ 
0 人 

(H27→H32) 
(15～34 歳→20～39 歳) 

基準値 
京成佐倉・Ｊ
Ｒ佐倉駅周辺 
90% 
＜18施設／20施設＞ 

将来目標値

100% 
(H42) 

臼 井 駅 周 辺 
88% 
＜14施設／16施設＞ 

志津・ユーカ
リが丘駅周辺 
88% 
＜15施設／17施設＞ 

②安心し
て、健康で
快適に住
み続けら
れるまち
の形成 
 

・人口密度の
維持 

・良好な居住
環 境 の 維
持・向上 

・子育て世代
を中心とす
る新たな定
住人口の誘
引 

佐倉・根郷
地域の居住
誘導区域内
の人口密度
の維持  

・国勢調査などを活用して、

佐倉・根郷地域における居

住誘導区域内の人口密度

を算出 

基準値 
58.5 人／ha 

(H22) 

将来目標値 
維持 
(H42) 

③公共交
通を中心
とした移
動利便性
の確保 

・持続性のあ
る公共交通
網の形成 

・移動利便性
の確保 

路線バス等
※ ２ の利用
者数 

・佐倉市統計書により、居住

地と鉄道駅を結ぶ路線バ

ス等の利用者数を集計 

基準値 
461 万人 

(H27) 

将来目標値 
維持 

(毎年ﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞ) 

※1：誘導施設の充足率＝（誘導（維持）＋誘導（補完））÷（誘導（維持）＋誘導（確保）＋誘導（補完）） 
※2：路線バス等：路線バス、山万ユーカリが丘線、循環バス  
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１３－２．今後の計画の進め方 
〇 本計画は長期的な視点にたった計画ですが、計画策定後の社会情勢、人口動態、市

内における民間施設の立地動向などの状況変化などに伴う様々な課題に対応するた

め、必要に応じて計画の見直しを行うことが求められています。 

〇 そのため、国勢調査などの最新の統計資料の公表時期や総合計画、都市マスタープ

ランの改定時期などを勘案しつつ、概ね 5 年ごとに本計画の進行管理を行います。 

〇 進行管理にあたっては、人口動態、施設立地状況、本計画の目標値の達成状況など

を客観的かつ定量的に分析・評価したうえで、必要に応じて計画の見直しを行います。 

〇 計画の見直しを要する場合は、住民説明会、パブリックコメントや都市計画審議会

の議を経るなど、広く市民の意見を聴取・反映する機会を確保しながら検討を進めま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 今後の計画の進め方 

•取組の実施

•進捗の確認

•目標指標達成状
況の分析・評価
の検証

•区域の設定

•誘導施設の設定

•施策の方向性

•必要に応じ計画
の見直しの検討

Act
計画の見直し

Plan
計画の策定

Do
計画の実践

Check
計画の評価

H28.3 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

見直し方針
の検討

国勢調査等の
統計資料の分

析等

都市計画審議
会等の開催

住民説明会や
懇話会等の開
催

　

総合計画

佐倉市都市
マスター
プラン

都市マスタープ
ラン・立地適正
化計画の改

定、一体化の
検討

目
標
年
次

立地適正化
計画

第４次総合計画 次期計画

運用の開始

●

点検、評価

●

国勢

調査

●

都市

計画

基礎

調査

●

点検、評価

●

国勢

調査

●

都市

計画

基礎

調査

・都市再生特別措置法に基づく届出制度の運用 等

●

公表


